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福岡労働局長殿

基発 o6 2 2第 2号

平成 22年 6月 22日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

クロム又はその化合物による疾病の業務上外について(回答)

平成21年 12月 16日付け福岡労発基第 299号をもってりん伺のあった

標記の件について、下記のとおり回答する。

記

本件事案については労働基準法施行規則別表第 1の2第7号 14に定める業

務上の疾病に該当するものとして取り扱われたい。



都道府県労働局長殿

基発 o6 2 2第 3号

平成22年 6月 22日

厚生労働省労働基準局長

(公印省略)

クロム又はその化合物による疾病の業務上外について

標記について、福岡労働局長より照会があり先般回答したところであるが、

その概要は別添のとおりであるので了知されたい。
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別添

1 事案概要

労働者AはB事業場において、園園田園田園・・園田・盟国に2年 8ヶ月間

従事したことにより瞳盟を発症したとして、労災保険給付を請求したもの。

2 業務上外の判断

本件事案については労働基準法施行規則別表第 1の2第 7号 14に定める

業務上の疾病に該当する。

3 判断理由

労働者 Aのクロム化合物へのばく露の期間は、認定基準に定められている

ばく露期間である 4年に満たないものであるが、本省が意見書を依頼した専

門医においては、

物へのばく露の状況や時期(

けるクロム化合

などを考慮すれば、

当該作業におけるクロム化合物へのばく露量は認定基準が想定するものを上

回るものと考えられ、労働者Aの業務と発症した瞳盟に因果関係を認める

ことが妥当と判断された。



F汽車/

厚生労働省労働基準局長殿

福岡労発基第 299号

平成 21年 12月 16目

福岡労働局長

(公印省略 ) 

、/ クロム文はその化合物による疾病にかかる業務上外の本省りん伺について

. I 
L メ

福岡労働局瞳盟盟労働基準監督署管下に所在する睡輔自(株)

において、昭和田富年から園田年までの 2年間

事した労働者 1名から闇舗を発症したとして休業補償給付の請求がなされ、

所轄労働基準監督署にて調査した結果原舶の瞳盟と診断されたが、従事歴

が2年であり r4年以上Jを満たさないため、昭和 59年 12月4日付け基発

第646号通達記の 1の (3)により本件の業務上外の認定について別紙調査

結果を添えてりん伺いたします。



瞳彊輯にかかる瞳亜の業務起因性判断のための調査結果

1 調査結果の概要

(1) 

していた。

②昭和圃酔から昭和圃年まで臨覇融株)
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2 調査結果の詳細

(1)実地調査復命書

(2)添付資料

① 休業補償給付支給誇求書(写)"・療養補償給付たる療養の給付請求

審(写)
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② 電話照会顛末書(平成21年 2月 18日

臨蝿
③職務内容等の照会について(平成21年 3月 3日受付臨盟盟(株)) 

④ 被保険者記録照会回答票(平成21年 3月3日受付)

⑤聴取害及び面接照会顛末書(平成21年3月4日 請求人)

⑥電話照会顛末書(平成21年 3月6日

⑦ 電話照会顛末望書(平成21年4月6日

③ 電話照会顛末書(平成21年 4月 27日

⑨ 意見書の提出依頼について

(平成 21年 3月 11日付、平成21年4月3同付

医師)

⑮面接照会顛末書(平成 21年 3月 18日 職業病相談員畢盟盟富

医師)

⑫面接照会顛末書(平成 21年4月n日 地 方 労 災 医 員 盟 盟 盟

医師)

⑫ 労災保険給付請求人にかかる管理区分の決定

⑬意見書の提出依頼について(平成21年 7月 15日付地方労災医員

瞳瞳昨師)
⑬ 商業登記簿捲本



l;|醐;睡眠睡(圏
|整理|第 号|
番号|災調第 号|

嗣十
L

平成 21年 7 月21 日復命

調 査 者

氏名印 厚生労働事務官

「画面I

補償給付実地調査復命書

「舞踊悶盟岨覇 |の「函瞳盟輯
ノ.'

に係る療養(補償)給付に関して調査したので復命します。

笥習 室E 言己ー壷柔

1 調査年月日

平成21年 2月 16日から平成21年7月21日 において

2 調査の目的

労働者より を発症したとして休業補償給付及び療養補償給付の諮求がなされたため、

労働者が従事した業務と当該疾病の聞に相当因果関係が罷められるか否かの調査を行ったもの。

f 
3 調査内容

(1)労働者について

氏名

住 所

生年月日

(2)労働者の職墜について I添付資料 2、3、4、5、6、71

就労期間:昭和瞳年圃月盟国ト回酔圃君臨日 (65ヶ月)



1擁:瞳撞(12ヶ月掛 I粉じんぱく露慨 輯

(閃ヶ月程度)(粉じんぱく露作業輔

②瞳盟彊富株〉

就労朔間:昭和圏年目月骨

職種:

ロ.

③瞳盟瞳盟(株)

就労期間:昭和圃年圃月圃日

職種:

(3)最終粉じん作業事業場

上記 (2) より、最終粉じんぱく露事業場は

画面自

と判断する。

粉じん作業期間:257ヶ月 (21年5ヶ月)

(4) じん肺管理区分について[添付資料 1 1] 

園日 (216ヶ月)

圏豊平)

(加月)[粉じんぱく露作業圏】

(18ヶ月)[粉じんぱく露作業圏】

ヶ月)[粉じんぱく露作業盟 1

(聞け)【粉じんぱく露作業圏

諸求警が提出された平成画俳圃月瞳f1時点において、労働者はじん肺の管理区分の申請を

行っていなかったため、平成 15年 l月初日付基発第0120003号に基づき、現在労働

者が在住。覇覇労働局あてじん肺管理区分の随時申請を行うよう指導した。

①管理区分決定年月日:平成田同酷

②管理区分:管理由

L 



f 

(5)主治医意見[添付資料 8] 

①発病年月日

平成圏年圏月園日

② 主訴及び自覚症

③ 傷病名について

作成く平成21年3月11日付 2 1年4月3日付>)

@ 諾検査内容・結呆及び傷病の経過について

圃

(6)専門医意見他方労災医員圏 盟 盟 医 師 平 成21年7月15日作劇[添付資料 121 

※上記(1)~ (4)の調査結果より、労働者に離した圏lは労働基準法施行規則第35

条別表第 1の2第 5号にかかげる疾病とは認めら〆れないが、労働基準法施行規則第35条別表第

1の2第 7号の 14に該当する疾病か否かの判断を要するため、地方労災医員に意見を求めたも

の。



① エ yクス線等の所見について

③園圏b~原発性である四斗こついて

と上記 I瞳盟との問に相当因果関係が

認められるか否かについて



平成21年 6月 29日付骨収基噌轟轟軒にて瞳畢働局長より回答があり、労働者の傷病発

生以前のじル肺管理区分は「管理瞳Iと決定された。これにより、労働者に発症した I盟は

労働基準法施行規則第35条別表第 1の2第 5

する。

労働者は、昭和圏年から圏年の 2年間

労働者に発注した嘩聾については、

菌、労働騨法断規則第35五鋪 懐第1のZ第7号の 14に該当する疾病河かの判断が

必要となる。クロム又はその化合物による疾病の認定基準については、昭和59年 12月4日付

基発第 646号通達lとよりその業務上外の判断を行う事となるが、労働者の重クロム酸:J-~製

造工程への従事箆は2年であり、同通達1の(1)イの従事歴 r4年以上Jを満たさないためJ

本省協議とし、その結呆を以て再度検討・復命するが妥当と考える。

ー
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4 調査官意見

本件は、労働者より園田lを発症したとして休業補償鮒及び療養補償給付の請求がなさ

れたため、労働者が従事した業務と当該疾病の問に相当因果関係が認められるか否かの調査を行

ったものである。

過圭にじん姉管理区分の申詩を行っておらず、じん

肺管理区分の決定を受けていないため、平成 15年 l月初日付基発第0120003号に基づ

き、現在労働者が在住。瞳盟労働局あてじん肺管理的の随時申請を行うよう指導した。
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添付資料

1.休業補償給付支給請求書(写)・療養補償給付たる療養の給付請求書(写)

2.電話照会簸末審(平成21年 2月 18日

3.職務内容等の照会につドて(平成21年 3月3日受付

4.被保険者記録照会回答粟(平成21年3月3日受付)

5.聴取番及び面接照会顛末番(平成 21年 3月4日 請求人)

6.電話照会顛末書(平成21年 3月6日

7.電話照会類末書(平成21年4月6日

8.電話照会新末書(平成21年4月 2.7日

9.意見番の提出依額について

(平成 21年 3月 11日付、平成21年 4月3日

10.面接照会顛末議(平成 21年 3月 18日職業病相談員富田由医師)

11.面接照会顛末書(平成21年 4月 22日地方労災医員盟盟盟医師)

12.労災保険移付請求人にかかる管理区分の決定

仏意見番の提出依頼について(平成21年 7月 15日付地方労災医員盟睦師)

14.商業登記簿絵本
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の認類等

持
の
受
給
関
係

厚
生
年
金
保
険

@ 

n士・..，... 百U
表面の記入枠

を訂正したと
時
十力日きの訂正印槻

事業主は、第 1回目の誘求惑には記入方お願いします固

※1.のいずれかに
1.負傷当日は

イ.所定終業時~Jの前で、作業を中止した。
0を付け、

ロ.所定終業時~Jまで勤務(または残業) l:"た。
2.を記入して

2.最初に受診した医療機関は、平成 年 月 日に
下さい

(医療機関名) に受診した。

労働保険料
年度

日納入済l期(全期)分 平成 年 月

2期 平成 年 月 日納入済
納入状況

3期 平成 年 月 日納入済

⑪ 

電 話 番 号名民

t 



!業務災害用|

♂守開鮒たる艇の鮒請求審

回

*
現
認
者
が
い
な
い
場
合

最
初
に
報
告
を
受
け
た
方

斑
印
町
摘
は
担

λ
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

〈
職
員
が
記
λ
し
ま
す
。
)

*
建
設
撲
の
場
合
は
事
業
の
名
称
、
所
在
地
、
予
定
期
間
、
請
負
金
額
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
・

*
負
傷
年
月
日
と
初
診
日
が
相
違
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
理
由
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
・

折
り
曲
げ
る
場
合
に
は
引
の
所
を
谷
に
折
り
さ
ら

E
2
9折
り
に
し
て
く
だ
さ
い
。

卦胃

@ 

時

郵罷番号

電話番号

{注意}

標
準
字
体
で
-
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

「
f
L

、
ハ
の
場
合
は
代
表
取
締
役
印
を
押
し
て
く
だ
さ
い
.

rr¥

内
山
，

J

G

可
M
属
事
業
場
が
向
上
の
場
合
向
上
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

(

f

c

 

郵便番号掴圃園田園園田園田

上記により療養稽償給付たる療養の給付を請求します。

』
の
楠
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

摺求人の

悶去年月日

復命番番号

一
小
支
給
の
理
由

号

保

自E

長係長課長次長署
不

支

給

決

定

決

議

寄

支

給



第{匝 (EZ鰐)

事葉町

名称

事梁場の

x
x
x
x
x
 

調弗J x f 
屯服諜剤 にい
外用薬剤

調剤 x 

処方 x 

麻器
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供覧

電話 照会顛末書

1.照会年月日 21年2月18日

6.照会者職氏名

厚生労働事務官



胞

.偶

行
rャ号

之i年 之 月 Jt日

殿

盟盟齢働基準監督署長

X線フィルム等の借用依旗について

下記の労働者の労災保険給付調査に必要ですので、同人のX線フィルム等を貸与し

ていただきますようお願いいたします。

1 労 働者氏名

2 生 年月日

4 必要フィルム

記

主

昭和瞳事由日

>
 

分のでま口
M療診終最P

D
 

か

ム

日

ル

診
イ

初

フ
の

線

で
X
院

部

費

胸

く

担当者:

(U 

〈。



f子
宮
へ

r
 

4
 

堂)書時 心
2

u
 



施

行

爵
19-号

年ょ月.l-_$日

殿
)，¥エ_TO ¥t:L⑮ 

圏盟瞳齢働基準監督署長

職務内容等の照会について

労災保険給付に際して必要がありますので、労働者災害補償保険法第 46条に基づき下記労働者

に係る照会事項に関して、別紙によりご回答いただきたく照会いたしますi
なお、ご多忙中恐縮ですが、平成21年 3月 5日までにご回答お額いいたします。K 

記

労働者氏名 瞳盟豊富
(昭和国唱唖日生まれ)

※ 報告内容の根拠となる資料(健康診断個人票写し、賃金台帳写し、作業内容に関する資料〉等

がありましたら、添付しでいただきますようお願いいたします。

三53 ※ に係る資料(稼働開始時期・圃骨の移転時期使用していた原材料等

の資料・作業工程の分かるもの等)

る資料(稼働開始時期・閉鎖時期・使用していた原材料等の資料・作業※ 

工程の分かるもの等)



平成21年3月3日
殿

点
官氏

名
者

社
表

会
代

職務内容等について

充当社労働者であった盟置富氏に関する下記事項について報告します。

記

盟関 (昭中間日生ま却労働者氏名

z 職務歴

-戸- 3 臓務内容について

話ZiE喝事~睡盟(退職時の服)
4 粉じん作業の有無について (どちらかにOを付けて下さい。)

九時、v一
‘
ぷ

(1)r有Jの場合
イ粉じん作業の従事期間

昭和・平成年月 日~昭和・平成年月 日

ロ粉じん作業の詳細
⑦作業内容の詳細

②1日の平均労働時間数

③1か月の平均労働時間数

ハじん肺健診実施の有無
(実施の場合!主、
写を添付して下さい。)

(どちらかにOを付けて下さい。)
、固また、「無」の場合、一般健康診断の

(2)f無iの場合
具体的な作業内容について



'.， 

5 賃金額等について

イ資料保 (どちらかにOを{寸けて下さい。)

ロ

』
締

日

金

払
賃

支
ハ
ニ

らかにOを付けて下さい。)へ特別給与(賞与等)
「有」の場合
(イ)

(口)

B その他参考率項(当該労働者の雇用前、退職後の就労状況等)

以上

( (、、 1
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1. 
3. 

4. 

5 

供覧

面接 照会顛末書

株式会社匝聾盟盟盟氏

( ) 

らし)

6.照会者職氏名 厚生労働事務官
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ミ、、

T~よ

、

、

供覧 闇園田圃圃圃圃圃
面接 照 会 顛 末 書

1.照会年月日 21年7月3日

3. 

株式会社瞳富田氏
電話番号

4. 
ついて確認をしたものロ

5. 

6.照会者職氏名 厚生労働事務官
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1. 
3. 

4. 

5. 

供覧

党梯

照 会 顛 末 書

1 6日 t 2.誇求人氏名

盟富田株式会社麗麗輔氏

について確認をしたものロ

6.照会者職氏名 厚生労働事務官
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戸
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1s l~ 

輯盟労働基準麟署長殿

被保険者記録の照会について(回答)

平成 2 1.年 3 月 2 日

平成 21年2月 25日付、睡蓮発第85号で照会のあった件について、下記のとおり

回答します。

記

1.氏名

加入者の住所

年金加入期間別紙「被保険者記録照会回答粟』のとおり

以上



描

好

伺
<'5 号

何年ム月ろ日

波長所務、事
d
J

ト
.
挺

1
J一
保
。

会

f

.
Lぃ占輯

圏踊盟労働基準監督署長

被保険者記録の照会について(依額)

下記労働者にかかる労災保険給付の処理に必要ですので、被保険者記録を照会します。

ご多忙中おそれいりますが、平成21年3月4日までにご回答いただきますようお願いい

たします。

氏名

住所

記

生年月日 昭和圃年園月園田

担当者園間島働基準監督署

1 

r
i
 

f
 

J

，，‘、、



寸咽園田園田園田園田園田

年金手帳記号番号
国 民年金

1 

⑫備考 欄

様

厚生年金保険

昭和

昭和

昭和

昭和

昭和

被保険者記録照会回答票

(⑬平成 21年 2月 27日現在例臥記録ですJ

盟盟社会保険事務所

生年月日昭和瞳晶画月盟日

性 別圏

基礎年金番号

紛員保険

r:. 
聖母されている加入月酷ですaII1Fi2 a年以晴E占隠した員胃坦合辱の
加入月歯止情彊皇自民されていない宿舎がZ寄ります.

1 f 1 



" -. .tr
l 

" F 

語
有
国
明
'

133 号

~I 年 3 月 ;(1 日

瞳盟社会保険事務所長殿

麗富島働基準監督署長

年金記録にかかる事業場の所在地等の確認について(依額)

今段、下記労働者から畢輯轄とより疾病に擢息したとして、労災保険給付に係硝 ( C) 
求警が平成21年 2月 13日に提出されました。

上記の保険給付の処理を行うため職歴の確認を行っておりますが、「被保険者記録回答

票」に記載されている事業場嘩圏置(株)Jの名称のみでは商業登記簿謄本を照会する

も該当がないため当該事業場の所在地をご回答願います回

ご多忙中誠に申し訳ありませんが、平成与I年安月よ日までにご回答いただきます

ようお願い申し上げます。

記

L 被災労働者民名

住所

、、、h
j
l
J

叩
iTl

へ
F
1
L
Y

f
 

t
 

(
 

2. る事業場名称

く在職期間昭和園時酢園陸~圃軒目月IT>

3.添付資料

同意替

く連絡先〉

置盟盟労働基準監督署

電話番号



， 

\~ 

¥占

-i i IB 
M 曙，

盟盟労働基準監偶長段

平成 2 1年 3月 2 6日

被保険者記録の照会について(回答)

平成21年3月 24日付、田基発第133号で照会のあった件について、下記のとお

り回答じます。

百四件

し氏名

基礎年金番号

昭和置官.

事業所名称及び所在地

瞳輯酔

以上
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時差 口市



眠夙i

(
 

宅

聴 取 書

住所

職 業 圃置

氏名

生年月日 昭和酔島圃日(圃歳)

おいて本職は上記の者より次のとお

り聴取した。

労働局
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労働局

(¥ 

p
'
t
L

、

f
 



ミ
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い
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労働局



(-C) 

(日

労働局



;盟

k 

労 働 局

h ， 



/L 

上言己 kJ、，

ことを

労働局



供覧

面接照会顛末書

1.照会年月日 21年3月4日

3. 照会相手氏名

請求人に聴取時に確認

2.請求人氏名

4.照会の要旨

(( 当時の同僚等について

5. 

6.照会者職氏名

厚生労働事務官

市
ふ

[
町
三

(USZ開園l二

免許(，.1圃圃園F園田盟国

画盟睡薗t，.1}宇tE?ZJコイえ手足JZ
l'， S. ，0 

S ，、』



(巴

f 

， 



、 • . 
J 
・~

供覧

電話照会顛末書

14. 
'~: 111 .. :-:ついて確認したもの。

5. ~~O)M* 

J弘



「て
cj 



⑮ 

に

‘ご

6.照会者職氏名
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出芸話 、
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¥' 

供覧

電話 照会顛末書

3. 

。，ー

4. 

人

5. 

、



ヤ

⑫ 

厚生労働事務官 7
 

，
、(
 

6.照会者職氏名

4 f!8 
まが唱こ

河~ :;\~イ与ベ五1\=



供覧

電話照 会 顛 末 書

1. 

3. 

4. 
L 、て確認をしたもの。

5. 

ム
ア
叫

6.照会者職氏名 厚生労働事務官
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供覧

電 話照会顛末書

1. 

3. 

」
↓
旬

、

ぇ



J 

J 
a 

③ 

6.照会者職氏名

、

厚生労働事務官
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世式Z

瞳盟陸発第 之g3 号

平成斗l年ま月よ日
ー 盟瞳薗圃闇闇圏

意見書の提出依頼について

務上外の認議再発の認定

下記に労働者にかかる治ゆ7E定障害等級の認定 について必要があるので、下

診断
記の事項について判断を依現してよろしいかお伺いします固

記

傷病名|田富圏 発病年月日 平l唖年

依

額

耳Z

項

上記労働者にかかる労災補償給付について、業務上外の決定のために

必要ですので、ご多忙中恐縮ですが、別紙事項についてご回答顔いま

す。

※ レントゲンフィルム、 CT、MRI等も併せて貸与額います。
く費院での初診分(平成 17年)から最終受診分まで>

添付盛期

提出期限 l平成;.tl年、主月之、3日 担当者官職氏名 |厚生労働事務官瞳盟盟



， { 

1. ?と由、ヵ、る

① 初診年月日について

② 初診時の症状について

2.治療内容及び症状の経過について

3 輔の判断根拠及び確定診断日

※ 病理組織検査結果、 CT検査報告書、骨能検査結果等判断根拠と

なった検査結果の写しの添付をお願いいたします。

4 上記躍が原発性であ材、否か、その根拠とともにご教示ください

5.瞳盟約時に確認され1骨病状等(変性の特徴等)及び摘出臓器保

存の有無について御教示ください。

※被災労働者より

瞳盟畢jとの申し出がありました。当該病状について、医学的所見等が

ありましたら、ご教示願います。

6. 既往症及び基礎疾患について

被災タ働垂は「じん腕管理区分」の決定吾蚕bていないため、今回請求さ

れた[画面園圃]の発症前の状況が「じん肺管理区分」のいずれに相当するか

の判断を行う必要がありますので、以下についてもご教示ください。

7. じん肺の所見について

じん肺の所見についてご教示ください>

※じん肺法上の胸部レ線写真像の「型」についてもご教示いただければ

幸いです。

※参照とした胸部レ線の撮影臼も御記載ください。

8.園幾能検査を行っている場側、その検査結果(写)を添付顔います。

9. 索院の最終診療臼時点の傷病の状態において、今後じん肺の管理区分の

決定を行う際に必要な検査(圏機能検査等)が受けられる状態であるか

否かについて

/
d
'
 

，

;
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(

 



4 式傑

Z官~毎

ユl年 3
第

平成 日I 1 月

て

下記のとおり意見を申し述べます。

V~ つ出提

今般、標記について依頼がありましたので、

の書見意

記

L 

'-.~ 、

、、、、~， 

{署揺出用)

[物品番号 6233)20.3 

(
検
査
成
績
等
)

(注) しこの意見容は、 l部労働基準監督署長へ提出しτください.

2. 医師の氏名J円相は、記名押印することに代えて、自筆による署名をすることができます.



様式9号

不備返戻 種類 意見書

受付
平成21年3月13日した審議の E 

年月日
受付
番号

第 :'&b号
不備 返 戻 ( 照 会 )付謹

(住所)
一一一よ..>....，.主主主ι一一一一一一一一一一

(氏名)一プ一一でで±一一プ一~竺プ一ア±一一一J一臼…….. ……………-一一…"….“.“…………….“………，目一……..一…-日一一……….目一……..一…-日山.. 圃 労i働動基準監督署
この書類lはま、下記事項について登儲〔回答)のうえ再提出してください。

記

平成21年3月11日付で賞院E・E・-醒1医師に作成し
ついてJの回答項目の中で、当 カb依直せていただいた別添事項のうち、
いただいていない項目がこざいましたので、確認のうえ、別紙にご回答願います。

※ピンクのラインマーカーの項目につきましては、請求人の業務上外の決定に
不可欠の項目となりますので、必ず御記載願います。

※水色のラインマーカーの項目につきましては、賞院での最終診療時点で判断が
可能であればご回答願います。判断ができない場告は、その旨御記載願います。

【病理組織検査結果、 CT検査報告書害等の写しを添付してください】

【診療録のコピーを添付してください】

提白期限 平成21年3月31日

f(;;j 



4 式様

第 2bら号
平成 .11年 4 月 3 日

--盟国労働基準監督署長殿

r
〆

/
/
 

て

今般、標記について依頼がありましたので、下記のとおり意見を申し述べます。

記

V~ つ出提の書見意

日月年年 10月 6日|治ゆ年月日

、

目

'l、、l
 

主
訴
及
び
自
覚
症

依 4 ・

額
事『一

項

か
か
る
意
見

検

査
成

11: 

L. 

¥、、、一

/ 

(署提出用)

f物liJ，醤守 6233)20.3 

この意見書は、 l部労働基準監督署長へ提出してください.

『医師の氏名Jの摘は、記名押印することに代えて、自筆による翠名をすることができます，

1 

2. 

{注)
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がち五

供覧

電託面接照会顛末書

( 

L ⑤ 
守、.

6.照会者職氏名

厚生労働事務官



1. 
3. 

4. 

5. 

供覧

② 

署長

向園周回国「
電話面接照会顛末書

6. 照会者職氏名

厚生労働事務官

O 



J包

瞳基発第 1 号
ヴ i淀行

司 i公印 平成)-(年 tど月 f正日

X線フィルム等のコピー依頼について

(.  下記の労働者の労災保険給付調査に必要ですので、同人のX線フィルム等をヨピ}

していただきますようお願いいたします。

記

1 労働者氏名

2 生年月日 昭和骨骨圏日

4 必要フィルム 胸部X線フィノレム

CT 

く平成 20年 10月6日撮影分>

¥ 
父 、、

こ1.'1: f J 
引 ' -Tr，し

コ1:~ rl.'. 6的合山 7ィルム ι之 h 九・ 1、，，r司吃 父宮た 4

コ r J • 時人 ιμ 主ー

担当者:



/
 

戸
内

2国EE語F
 

...... 。

"， 



供覧

1. 

書末九顛
十

ム一
A

一一
辺
同
寸

接一川
面
石

、、

6.照会者職氏名 厚生労働事務官
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供覧

面接照 会 顛 末 書

1.照会年月日 21年 4月22日 I 2.請求人氏名

3. 

地方労災医員瞳盟盟医師

について

5. 

6.照会者職氏名

厚生労働事務官



ペ
ハ

町ー
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ノ

ぐ
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弘句回

目~

1了

司 i公印

P 

圏労働局長殿

閣瞳骨働基準監督署長

労災保険給付請求人にかかる管理区分の決定に関する資料について

号

下記労倣者より、平唱睦圏月酔より覇輯輔:こ従事した翻こより睡量発症し

たとして労災官官求がなされました。当該労働者I士、請求時点でじん肺管理区分の決定を受

けていないため、平成 15年1月初日基発第0120003号lとより症状確認日以前の管

理区分の決定をお願川いたします。

ご多忙中おそれいりますが、審査のうえご回答いただきますようお願いいたします。

1.労働者について

氏名

住所

生年足R

2.添付資料

① 胸部レントグンフイノム

立田E日

②職務内容等について

※ 林 1苦情締岩111

記

(必ずご返却ください)

@ 調査復命著書(写)く粉じん作業歴にかかる調査復命警〉

@掛医からの意見書等医学的参考事項く平唱骨圏月.瞳覇〉



J 

担当者

fG 



。l

盟労収基第瞳盟号

平成 21年 6月 29日

盟盟労働基準監督署長殿

臨画労働局長

(公印省略)

労災保険給付請求人にかかる管理区分の決定に関する資料について個答)
i ~ "'! 

《

平成21年同 1日付け盟島発措置号により依頼がありました標記につい

て、下記労働者のじん肺管理区分決定申請について、別添『じん肺管理区分の

決定について~ (写)のとおり決定しましたので、別添のとおりじん肺管理区分

決定通知悉(写)及び関係書類(写)を送付します。

「

記

氏 名 事業場IJ)~名称及び所在地

h
N
1
 



， 

て;ア

福岡労働局長殿

盟労収基第醒覇号

平成 21年 6月 29日

盟盟労働局長

( 公 印 省 略 )

じん肺管理区分の決定について

先に当局管内に居住する下記の労働者から、じん肺怯第15条第1項によりじ

ん肺管理区分決定申請があり、同条第 3項において準用ず石同法第 13条第 2

項により決定しましたが、最終粉じん事業揚が貴局管内にありましたので、別

添のとおりじん肺管理区分決定通知香(写)及び関係書類を送付します。

一
記

氏名 事業場の名称友び所在地

圏画輯

「ー

/:3 



収基第

平成 2 1 年

じん肺管理区分決定通知書

号

日白
d

n
t
u
 

月内口

様式第4号(第16条関係)

殿

「 提 出 l.......""~-h.. 1~ ， rHc-.tI7t-onr.::r ./¥..........Joofo 6 ，... D'U..J-..， I提出1平成21年 5月四日本戦あてl会長も lのあったしん肺管理区分の決定に関する 1(菩最も 111:基づき、

「第13条第2項(同法書~16条の2第2項において準用する場合を含む. )寸
じん肺怯い頃15粂E罫3現において準用する同法第13条 第 直 項 ) の 規 定Iとより下記のとおり

|第16条第2項において準用する同法鐸日条甥湖耳 | 

| 乙ん紳管 理区分を決定し一知し軌

厚務協匡酬とって返謀容252謀、認新議ZE2左官まZT島
町

氏 名 住 所

上、ぐ夕
PR1 F (ー)
PRz F (+) 以 余 白 PR3 

3ロ PR4(A， B)IF (++) 
4 

管管運理21 
占晶、v

F (ー)PRl 
PRz F (+) 

管管管理理淫3 イ PR3 
3ロ PR~(A， B)IF (++) 
4 

PR4(C) 

備考 [じん肺徳康診断の結果Jの摘の記号は、それぞれ次の意味を表すものであること.

要

否

要

否

PRoじん防の所見がない.

PR，手ツタス線写真の像が第1型である。

PR，エックス線写真の像が第Z裂である。

PR，エックス隷写真の像が第3型である。

PR， (A， B)エックス線写真の像が第4型(じん肺による大陰影の大きさがー側の肺野の3分の1以

でのも田)である.

PR. (C)エyタス滋写真の像が第4型(じん肺による大陰影の大きさがー側の肺野の3分申1を超え

るもの)である。

F (ー) じん肺による肺機能回陣容がない.

F (+) じん肺による姉機抱の障害がある.

F C++) 1~ん肪による蓄しい縮機棺の蕊容がある拘



{提出又は申聞の区分)

側帯

2 1 

事業場名
(住所)

以

市三
ι-

/. ;品、

じ ん 肺

6月5日
診査を行った結呆は、診査結果欄に記較のとおりです.

じん肺陸宜医

戸ぃ¥

首長 査 状 況

問団剛山・ 3日



様式第 E号 f第20条関係)

じん肺管理区分決定申請書

/ 

事業の種類 称 事.業場の所在地

電話

当該申請に係るじん肺管理区分決定対象者数

添
付
資
料

1 エタグ旦線写真

2 じん肺健康診断。結果を証明する書面

3 その他の参考資料

枚

枚

じ 忙

}む韮

蹄づ.

語く
十串

宜諸
条

の
の
規場
定合.

申請者は、上記事業場陀おいて、じん肺法鈍行規1I1J第 2条に定める紛じん

J労・働 者作業陀常時従事する(労働者であった者)であること~相違ありません。

年月 E

事業者

滅。

氏名 、@

通
知
の
諾
否

事
業
者
へ
め

諾 省

J-.i'年 t月 ア 日

申請者
住

.品

長殿

1 r事業の種類」、 「事業場の名称」及び i事業場の所誕地」の欄は、申請者自主常時粉じん作業

¥1:従事す予労働者である場合は、その所属事業場について、申請者が常時粉じん作業民従事する

労働者であった者である場合は、常時粉じん作業K従事した最終の事業場Kついて記入するEと。

2 r事業の種類jの欄は、日本標準産業分類の中分類柁より記入すると主。

3 申請者が常時粉じん作業K従事する労働者であった者である場合には、 「事業者への通知の諾

.否jの欄K、事業者証明を行った事業者あてKじん肺管理区介決定結呆を通知することの諾否を

記入すること。ただし、申請者がその事業者K現陀使用されている労働者である場合Kは記入し

TιL、こと。

4 氏名を記裁し、押印する乙とに代えて、署名することができる.

〈υ

(~ 

179 



".::.-λ 司:・~ー..‘、 ー'ー; - am-f -、.ー ， “ 二・
. -'， '.'" ~. ーー ・匂 ， "，'， w" 円・一回'・¥ ""~~ ，可・白ド ー " . ・ ー 一 、 0・

・ 0ι7' ，'， ，，:， '，.'守 4 ・
fr;ι ，::' ，;'、T;': 匂"‘ 2B~.aミ、 e了竃.'.、い'"~ . ， ，~ 
?唱-♂':'-' ，... '，'、

:.I:.~:; :て;" ....， ~..:・ ζ ・". '.:.i.:. . ~'_，三円.， ー二;.，'-，'" .'.-ァ_... ....司.~ -": .'~・ー;・ 5 ー

'・

一、

立、人書由
-

. 

: 
ベアλ"表後に粉芹えん与作業にぱ従￥rじでいな戸と己Jモと(;に-とζ柏違;向句り.妥ませλι/0' 

早成 '2メー竿，，t:一月r， 74g日

楠でi~:~;-:~I、戸‘斗 U・ ~':.-.;，I : :~;♂ U行中~1!:.::'1::''0.'~川・ ， 'l:.~.::;'i-:，-;::' ..:，: 

住・

名氏

. 

労働局 長 殿
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氏名

上記の者、

平成21年5月14日

会社名

代表者氏名、

職歴証明書

(生年月日明治大正⑮

事業場名

所在地

から昭和田唱唱島ヨまで在籍したことを証明します。

oe 

、

J
r
l

，r
t
t
¥
 

、



様式第3号(第13条、第20条、第22条関係)

-診 断 結 果 証 明
性別 『てJ..1Ir信H可主茎2届 /'11皿往歴

銀

住所
自主犯 。恩

a 担

事霊場 a 組

鍵 成

、、叶

L

e

、正、

;
?
ー

l

J

l

 

(号)1. _ _: I 年且 i 年周
年 R事

(号)1 
年月官

早月毛:1 年JlI 年月

{号)1 
年 R宮

年JlI
年月専 i <j< Jl 

(号J
年沼官|

年月 i 年 R
年 R署

[剖
平戸官 i

年月 | 年月阜_.

( <到 年百 i
年月 i

年月毛
年月

年月宮
年月 l 

年月毛 l 毎月

1.身 長 i 年齢満

2.蹄措置予部値i ls 

、

dも

@ 

医師意見

その他の所見

判定

年 月 日 @ 

備考 第十条第三壌の規定によりたんに闘する検査及び且ツクス線特殊撮影による検費以外の検査を省略したときは、当該省略じた検査に

係る楠の記λを著書l.-t.I:いことa



f 

1 

河一ぞ

(、一

ru

|資山¥司



瞳島発第 ?&' 号

平成シl年 7 月 11s 

様式2

意見書の提出依頼について

¥¥ 

j務上外の認蚕再発の認定

下記l己労働者にかかる治IP(]) m定障害輔の認定

診断
記の事項について判断を依絞してよろしいかお伺いします.

について必要があるので、下

記

療に関し労災請求を行いました7当該労働者は冨圃圃園田に従事して

いたと認められるものの、じん肺管理区分の決定I呈りていない状態
であったため(申請していない状態)、現在在住¢圃圃酔働局長あてじ
ん肺の管理区分の申請指導をしたととろ、これに対し平成21年 6月

依 129日付けで「じん肺管理区分圃Bの決定がなされました。

圃年から圃置年の 2年間
頼 l従事しており、これが業務と I圃圃圃j との発症につドで、下記事項

をど教示顕います。

事 |ー記

1. X線等の所見について

項 12.症状確認日について

3.措置園酔原発性であるー 一圃

4.労働者が従事していた業務唖圃圃園田園圃島と上記唖圏画自由
との聞に相当因果関係が認められφか合かについて

5.その他参考事項

ぬ♂
V¥

ttBpiA
い
b

付書類

提出期限 |平成 ~I 年 7 月比日 担当者官職氏名 |厚生労働事務官



式様 4 

第号

平成ユ/年 7月 IS日

て

今般、標記について依頼がありましたので、下記のとおり意見を申し述べます.

(，:) つ出提の書見意

Ñ~ 

日月年治ゆ年月日日月年
負!話
発病年月日

負傷の部位及び

鑓)I傷病名

。P

(( . 

主
訴
及
び
自
覚
症

%'J オミJ

fJ1，fz 
ゆミお'.
一.....-.... 

依
頼
事
項
に
か
か
る
意
見
(
検
査
成
績
等
)

¥.. 

{署提出用)

{物品番号 6233)20.3 

ー:':'

この意見書は、 I部労働基準監督署長へ提出してください.

「医師の氏名」の欄は、記名押印することに代えて‘自筆による署名をすることができます.

〔注)1.

2. 



ホBリ添

瞳盟掴歳)
生年月日 agfp圃唱月園日生

傷病名 園・・・・
発病年月日 平成田年圃耳目日

l.X糠等の所見について

2調症状確認日について

3・E宝原発性である問主について

4.労働者が従落していた業務

れるか否かについて

ノLZ

ffo 

と上記棚田との聞に相当因果関係が認めら



。f

ぷぷ
¥"証!

'-

平成21年 7月 15日
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j会社法人用 j登記事項証明書交付申請書

厚生労働事務官

申請は公務のためであることを証明する。

商号(名 称 ) (株)

本庖(支 庖 )
，. 

(( 
会社法人番号

請 求 事 項 一部請求事項

履歴事項証明書

回口口 全全部部部 ((白抄磨書本本本))〉 → 口口口 株役目式的員区区資本区

現在事項証明書

口一部(抄本)→ 口支庖区
~U_____.........・・・・・ー・・・..__..........・・・・.----..

閉鎖事項証明書 口全部(絵本) 口その他

口一部(抄本)→ 区)

代表者事項証明書(資格証明書)

口全員

i 戸、‘i 
口 2名以上のうち l名以上を請求する場合

、¥ー
代表者の氏名

通数

コンピュータ化以前の閉鎖登記簿の謄抄本

口コンピュータ化に伴う閉鎖登記簿謄本

口閉鎖謄本( 年 月 日閉鎖)

ぜその他々がl手車'iJ:.せλτ~1.，.1-1.-

手 数 料

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

号)に基づく労働保険料の徴収上必要なため

登記手数料令第四条により免除

福岡法務局

利害関係(請求の理由)

一
山
一
日

表
一
月

の一
一年

所
一

一
求

記
一

登
一
請

支局(出張所)

65f 



/ 

\~ 

{ 、、

、ζ

施 Z立

行

戸証言活街地

厚生労働事務官

商号(名称 )

本庖(支庖 )

会社法人番号

(株)

請求事項

履歴事項証明書 回全部(勝本)

一部請求事項

目株式・資本区

口一部(抄本)→ i 口目的区

現在事項証明書 口全部(謄本)

口一部〔抄本)→

閉鎖事項証明番 目全部(勝本)

口一部(抄本)→

代表者事項証明替(資格証明書)

口全員

口役員区

口支庖区

口その他

口 2名以上のうち 1名以上を請求する場合

区)

代表者の氏名 ( ) 

コンピュータ化以前の閉鎖登記簿の謄抄本

ロコンピュータ化に伴う閉鎖登記簿謄本

口閉鎖謄本( 年 月 日閉鎖)

口その他

.利害関係(請求の理由) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

号)に基づく労働保険料の徴収上必要なため

登記手数料令第四条により免除

@ 

通数

手数料

登記所の表示

請求年月・日

福岡法務局 圏圏瞳閣支局(出張所)


